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衆
議
院
議
員
古
本
伸
一
郎
君
提
出
ワ
ク
チ
ン
接
種
実
施
に
係
る
政
府
と
自
治
体
の
連
携
の
あ
り
方
に
関
す
る
質
問
に
対

す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
今
回
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
対
す
る
ワ
ク
チ
ン
接
種
」
の
「
根
拠
法
」
に
つ
い
て
は
、
予
防
接
種
法
（

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
。 

 
 

「
過
去
、
・
・
・
実
務
に
関
し
て
は
今
回
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
と
同
様
に
自
治
体
一
任
の
対
応
を
と
っ
て
い
た
か
」
及
び
「

政
府
が
行
っ
た
ワ
ク
チ
ン
接
種
と
し
て
過
去
に
こ
れ
ほ
ど
ま
で
大
規
模
に
実
施
さ
れ
た
前
例
は
あ
る
か
」
と
の
お
尋
ね
並
び

に
御
指
摘
の
「
前
例
踏
襲
の
や
り
方
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
く
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
予
防
接
種
に
つ
い
て
は
、
法
附
則
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
市
町
村
長
（
特
別
区
の

区
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
、
市
町
村
長
は
、
法
、
予
防
接
種
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第

百
九
十
七
号
）
、
予
防
接
種
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
、
予
防
接
種
実
施
規
則
（
昭
和
三
十

三
年
厚
生
省
令
第
二
十
七
号
）
等
の
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
同
感
染
症
に
係
る
予
防
接
種
に
関
す
る
事
務
を
行
っ
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
も
、
必
要
な
支
援
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 



 

２ 

 

 
 

ま
た
、
同
感
染
症
以
外
の
疾
病
に
係
る
予
防
接
種
に
つ
い
て
も
、
法
第
五
条
等
の
規
定
に
基
づ
き
市
町
村
長
が
行
っ
て
き

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
予
防
接
種
（
以

下
「
予
防
接
種
」
と
い
う
。
）
の
実
施
体
制
の
整
備
に
係
る
取
組
状
況
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
、
全
て
の
市

町
村
に
対
し
て
、
令
和
三
年
四
月
七
日
時
点
に
お
け
る
「
高
齢
者
向
け
接
種
券
の
発
送
開
始
予
定
日
」
、
「
高
齢
者
接
種
の

一
回
目
の
開
始
予
定
時
期
」
等
に
つ
い
て
聴
取
し
、
そ
の
結
果
を
同
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
公
表
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
お
尋
ね
の
「
全
市
町
村
ご
と
の
接
種
券
の
発
送
開
始
日
」
、
「
一
回
目
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
が
開
始
さ
れ
た
日
に

ち
」
及
び
「
二
回
目
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
が
開
始
さ
れ
た
日
に
ち
」
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な
い
。 

 
 

ま
た
、
お
尋
ね
の
「
各
々
の
希
望
者
に
つ
い
て
は
接
種
完
了
日
の
目
処
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は

な
い
が
、
総
務
省
及
び
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
、
高
齢
者
に
対
す
る
予
防
接
種
の
終
了
時
期
の
見
込
み
に
つ
い
て
各
都
道
府

県
の
状
況
を
取
り
ま
と
め
、
同
年
五
月
十
二
日
、
同
月
二
十
一
日
、
同
年
六
月
二
日
及
び
同
月
十
七
日
に
総
務
省
及
び
厚
生

労
働
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
公
表
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 



 

３ 

 

三
及
び
四
に
つ
い
て 

 
 

「
愛
知
県
に
お
け
る
高
齢
者
へ
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
予
約
券
の
送
付
に
つ
い
て
、
最
も
早
く
送
付
さ
れ
た
の
は
春
日
井
市
の

三
月
二
十
八
日
で
あ
り
、
最
も
遅
か
っ
た
の
は
豊
田
市
の
五
月
十
七
日
と
承
知
し
て
い
る
が
正
し
い
か
」
と
の
お
尋
ね
に
つ

い
て
は
、
政
府
と
し
て
把
握
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
お
尋
ね
の
「
愛
知
県
以
外
の
都
道
府
県
に
お
い
て
、
域
内
の
市
町
村
間

で
同
様
の
か
た
ち
の
格
差
が
生
じ
て
い
る
事
例
」
に
つ
い
て
は
、
「
同
様
の
か
た
ち
の
格
差
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら

か
で
は
な
く
、
ま
た
、
御
指
摘
の
「
接
種
券
の
送
付
開
始
日
」
を
政
府
と
し
て
網
羅
的
に
把
握
し
て
お
ら
ず
、
お
答
え
す
る

こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

 
 

御
指
摘
の
「
自
治
体
間
で
接
種
の
時
期
に
不
平
等
が
存
在
」
及
び
「
政
府
と
し
て
現
状
の
「
先
着
順
」
を
改
め
、
そ
の
他

の
方
式
を
採
用
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
「
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
予
約
方
法
」
等
の
予
防
接

種
の
実
施
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
国
や
都
道
府
県
の
支
援
の
下
、
予
防
接
種
の
実
施
主
体
で
あ
る
市
町
村
に
お
い
て
、

地
域
の
医
療
関
係
団
体
等
と
連
携
し
て
地
域
の
実
情
に
合
わ
せ
た
対
応
が
進
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
お
り
、
政
府

と
し
て
は
、
引
き
続
き
、
必
要
な
支
援
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い
。 

五
に
つ
い
て 



 

４ 

 

 
 

政
府
と
し
て
は
、
令
和
三
年
十
月
か
ら
十
一
月
に
か
け
て
、
希
望
す
る
国
民
が
予
防
接
種
を
終
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

全
力
で
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 


